
東日本大震災の被害者に係る確認検査申請手数料の免除について 

ふるさと復興等まちづくり支援事業（被災者住民支援型事業） 

 

１ 対象区域 

岩手県全域 

 

２ 免除する手数料 

「東日本大震災」により減失、破損した住宅に代わるものとして行う「新築・増改築・

移転又は大規模の修繕」に係る当センターの確認検査手数料。 

 

３ 免除を対象とするもの 

（１）「東日本大震災」において住宅を被災したもの。（り災証明書（写）があるもの） 

（２）免除を受けようする場合は、確認申請書又は完了検査申請書を提出する際に、併せ

て「確認申請手数料免除申請書」又は「完了検査申請手数料免除申請書」の提出を行う

ものとする。 

 

４ 免除の実施期間 

平成２４年７月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

５ 免除する住宅の手数料の額 

１件につき、次の表に掲げる額とする。 

床面積の合計 免除する確認申請手数料の額 免除する完了検査手数料の額 

３０㎡以内のもの ８,０００円 １５,０００円 

３０㎡を超え１００㎡以内のもの １２,０００円 １８,０００円 

１００㎡を超え２００㎡以内のもの １８,０００円 ２４,０００円 

２００㎡を超え５００㎡以内のもの ２６,０００円 ３３,０００円 

５００㎡を超えるもの 免除対象外 免除対象外 

※確認申請には計画変更を含む 

 

６ 書式 

・確認申請手数料免除申請書 

・完了検査申請手数料免除申請書 

 

 

平成 24年 7月 1 日 

完了検査も追加

しました！ 

http://www.ikjc.or.jp/documents/menjo1gou.doc
http://www.ikjc.or.jp/documents/menjo2gou.doc

